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■ 舞鶴市教育振興大綱

　

市
で
は
、
教
育
振
興
を
図
る
上
で
基
本
的

な
方
向
性
や
目
標
を
定
め
る
「
舞
鶴
市
教
育

振
興
大
綱
」（
平
成
27
～
30
年
度
）
を
策
定
し

ま
し
た
。
市
長
と
教
育
委
員
会
が
2
回
の
総

合
教
育
会
議
を
経
て
策
定
し
ま
し
た
。

　

同
大
綱
は
、「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
」
の
改
正
（
平
成
27
年

４
月
1
日
施
行
）
に
伴
い
、
市
長
が
教
育
・

学
術
・
文
化
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
施

策
を
定
め
た
も
の
で
す
。
育
て
た
い
子
ど
も

像
を
「
ふ
る
さ
と
舞
鶴
を
愛
し 

夢
に
向
か
っ

て
将
来
を
切
り
拓
く
子
ど
も
」
と
し
、
基
本

理
念
を
「
０
歳
か
ら
15
歳
ま
で
の
切
れ
目
な

い
質
の
高
い
教
育
の
充
実
」
と
す
る
５
つ
の

基
本
方
針
を
柱
に
策
定
。
ふ
る
さ
と
舞
鶴
を

愛
し
、
善
悪
の
判
断
を
持
ち
自
ら
を
律
す

る
「
自
律
」
と
、
夢
の
実
現
に
向
か
っ
て
力

強
く
生
き
る
「
自
立
」
を
兼
ね
備
え
た
子
ど

も
達
の
育
成
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

同
大
綱
の
内
容
は
、
教
育
総
務
課
で
閲
覧

で
き
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

▼
舞
鶴
市
教
育
振
興
大
綱
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、教
育
総
務
課
（
☎
66
・１
０
７
０
）
へ
。

０
歳
か
ら
15
歳
ま
で
の
切
れ
目
な
い
質
の
高
い
教
育
の
充
実
を
目
指
し
て

舞
鶴
市
教
育
振
興
大
綱
を
策
定

教育
大綱

基本理念達成への５つの柱[ [
　舞鶴市教育振興大綱では、基本理念である「０歳から 15 歳までの切れ目な
い質の高い教育の充実」を達成するため、５つの基本方針を柱として構成。「育
てたい子ども像」の実現に向け、家庭・学校・幼稚園・保育所（園）・地域が連
携して、地域ぐるみで子どもの教育と子育てを支援できる環境を整備します。
　５つの基本方針の柱は次のとおりです。

育てたい子ども像と基本理念

▪計画期間　平成27～30年度の４年間

０歳から 15 歳までの切れ目ない
質の高い教育の充実

《基本理念》

《育てたい子ども像》

 ふるさと舞鶴を愛し
 夢に向かって将来を切り拓く子ども

基本方針
３

▪ふるさとを愛する教育の推進

　❶ ふるさと学習の推進
　❷ グローバル化社会に対する教育の推進

《ポイント》引き揚げをはじめとする本市の特色のある歴史、文化や豊かな自然、産業に
ついて、本市独自の絵本や副読本、さらには野外活動やインターンシップなどの体験活
動を通して身近に学ぶことにより、ふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持つ教育の推進
を図ります。

基本方針
１

▪生きる力を育み子どもの夢
をかなえる教育の推進

《ポイント》０歳～15歳の子どもの
成長の視点に立ち、保育所（園）や
幼稚園、小学校と連携や小学校と中
学校の一貫教育を進めます。

❶ 切れ目ない教育の推進
❷ 質の高い幼児教育の推進
❸ 個性を伸ばし夢をかなえる学校教育の充実
❹ 心身ともに健全な子どもの育成

基本方針
２

▪子どもを育てる教育環境の
充実

《ポイント》子どもの能力や個性を伸ばすとともに
健全な成長を支えるため、研修等の充実により教師
等の資質の向上や、学校の施設整備の促進、さらに
市内の高等教育機関と連携し、義務教育以降におけ
る進路等について支援を図ります。

　❶ 教師等の資質能力の向上
　❷ 学校等における教育環境の充実
　❸ 高等教育機関等との連携の推進

基本方針
４

▪地域社会で支える教育と
子育て支援の充実

《ポイント》家庭・学校・幼稚園・保育所（園）・地
域が連携し、地域ぐるみで子どもの教育と子育てを
支援する環境の充実に取り組みます。また、地域が
学校を支援する活動や地域で子どもを育てる環境づ
くりを進め、教育と子育て支援の連携を図ります。

❶ 地域との連携による教育・
　 子育て支援の推進
❷ 社会活動団体との連携の
　  推進

基本方針
５

▪心豊かな生涯学習の推進

《ポイント》次代を担う子ども
を育成し、また、市民自らが生涯にわたり学び、自
らを高め、生きがいのある人生を歩み続けることが
できるよう、誰もが心豊かに学習できる環境づくり
を推進します。また、市民の健康増進を図るため、
誰もが気軽に運動やスポーツができる環境づくりを
推進し、生涯スポーツの推進を図ります。

　❶ 市民の学習活動の推進
　❷ 市民スポーツの推進

自
律

自
立

ふるさと舞鶴を愛する

夢の実現に
向かって
力強く
生きる

コミュニ
ケーション
能力を
有する育みたい

こと

人を思いやり親や周りの人に感謝する


